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児童手当・特例給付現況届を提出してください
この届は、毎年６月１日における状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認

するためのものです。この届がないと、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。
現況届は６月上旬に郵送しますが、届かない場合は連絡してください。

平成27年度子育て世帯臨時特例給付金について
消費税率引上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、「子育て世
帯臨時特例給付金」を支給します。この給付金を受け取るには、平成２７年６月分の児童手当を支給する
市区町村への申請が必要ですので、期限までに申請してください。
高浜市の平成２７年度子育て世帯臨時特例給付金の申請書（請求書）は、平成２７年度児童手当・特例給
付現況届とかねていますので、現況届が６月上旬に届かない場合は、連絡してください。公務員の方は、
職場で申請書を受け取り、平成２７年５月３１日に住所のあった市区町村に申請してください。
また、平成２７年度児童手当・特例給付現況届が未提出および書類不備などにより、審査が保留になる

場合は、子育て世帯臨時特例給付金は支給できませんので注意してください。

対 象 者　平成２７年５月まで児童手当を受給していた方
受付期限　６月３０日（火）
受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日は除く。）
　　　　　※ただし、６月４日（木）～１１日（木）は、土・日曜日も含めて市役所１階に特設窓口を
　　　　　　開設します。
　　　　　※６日（土）、７日（日）の受付時間は、午前８時３０分～午後０時１５分です。
受付場所　市役所３階こども育成グループ
　　　　　※郵送による提出も受付可（郵送代は受給者負担）
提出書類　・児童手当・特例給付現況届
　　　　　※受給者が厚生年金などに加入している場合は、受給者本人の健康保険証の写し
　　　　　※平成２７年１月１日に高浜市に住所がなかった方のみ、平成２７年度（平成２６年分）児童
　　　　　　手当用所得証明書
　　　　　※そのほか、必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは問い合わせてください。

支給対象者　平成２７年６月分の児童手当（特例給付を含まない。）の受給者
　　　　　　※特例給付の受給者とは、平成２６年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方をいいます。

対象児童　支給対象者の平成２７年６月分の児童手当の対象となる児童
　　　　　※平成２７年６月１日から子育て世帯臨時特例給付金の支給決定までの間に亡くなった児童は対象外
支 給 額　対象児童１人につき３，０００円
申請期間　６月１日（月）～１１月３０日（月）
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日は除く。）
申請場所　市役所３階こども育成グループ　※郵送による提出も受付可（郵送代は申請者負担）
提出書類　子育て世帯臨時特例給付金（平成27年度）申請書（請求書）

問合せ先　□市こども育成グループ　給付金担当　☎52－1111（内線362）

問合せ先　□市こども育成グループ　児童手当担当　☎52－1111（内線362）

児童手当所得制限限度額表　　（単位：万円）
扶養親族などの人数

１人
２人

０人

３人

６２２
所得額

６６０
６９８
７３６

※扶養親族数は税法上の控除対象者をいいます。所得税法に
　規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場
　合は、左記金額に１人につき６万円が加算されます。
※扶養親族などが４人以上の場合は、１人につき38万円　
（扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族    
　であるときは44万円）を加算してください。
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問合せ先　□市こども育成グループ
　　　　　☎52－1111（内線362）

S.Yさんからのエピソードです。

支援情報

子
子

育 育
ち

て

No.121

カワラッキ
ーの

月かわり
レシピ

こども食育マスコットキャ
ラクターのかわら食人カワラ
ッキーが、高浜の郷土料理の
作り方を紹介します。
家庭でも、お子さんといっ

しょに作ってみてください。

◆とりめし
材料（作りやすい分量）
米2.7合、もち米0.3合、鶏肉180g、人参(中)１本、
油揚げ1.5枚、鶏脂適量
Ａ（みりん大さじ１、砂糖大さじ３、たまり醤油大さじ２）
作り方 
①米ともち米を研いでザルにあげ、30分置いてから炊
飯器に入れ、通常の水加減で炊く。

②人参、油揚げは小さな短冊切り、鶏肉は小口切りにする。
③鶏脂で鶏肉を炒め、表面が白くなってきたら、Ａと人
参、油揚げを入れて煮る。

④米が炊けたら、ごはんの表面に菜箸で数か所穴をあ
けて、③の具と汁を半分ずつ入れてふたをし、もう一
度炊く。(ごはんと具は混ぜない。)

⑤④が炊けたら、そのまま20分蒸らし、③の残りの半分
を入れて全体を混ぜる。

児童手当を支給します

　　　「とりめし」は、命を大切にする料理だよ。
吉浜地区は、昔から養鶏が盛んで、卵が産めなく
なったニワトリ（廃鶏）を「鶏めし」にして、最後まで
大切にいただくように昔の人が工夫したんだ。
　　　　　　　 ６月１９日㈮の「食育の日」は、
　　　　　　　市内全小中学校、幼稚園、

　　　　　　保育園の給食は
　　　　　「鶏めし」だよ。

児童手当の６月定期支給分を６月１０日（水）に、あ
らかじめ指定された受給者名義の金融機関口座に振
り込みます。
今回支給する手当は、平成２７年２月～５月の４か月

分です。なお、平成２６年１０月に１年分の支給額を通知
しましたが、その金額に変更
のない方については、個別に
通知を行いませんので、預金
通帳などで入金を確認してく
ださい。




